
令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報 (毎月 3回 l日 11日 21日発行)

号外第， 9号の 4

。目 次 ページ 0金沢市印鑑条例施行規則の一部を改正する規

-規 則 員リ (市民課) 11 

0金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則 0金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する

( 総 務 課) 規則 (地域保健課) 17 

0金沢市財務規則の一部を改正する規則 0金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改

( 財 政 課) 2 正する規則 (医療保険課) 22 

0金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正 0金沢市火災予防条例施行規則の一部を改正す

する規則 ( 税 務 課) 2 る規則 (予防課) 25 

0金沢市芸術文化ホール条例施行規則の一部を

改正する規則 (文化政策課) 10 
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金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第61号

金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則

金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)の一部を次のように改正する。

別表第 1事務の執行の表第22号の項中 「文書法制課」の次に i(入札公告及び公示送達のうち、定例的なものを除

く。)Jを加える。

別表第 2第 2項の表中

3 宿泊税に関すること

(1) 特別徴収義務者の指定及び登録 。
(2) 徴収不能額等の還付及び納入義務の免除 。
(3) 関係帳簿書類の電磁的記録等による保存の承認等 。

を

3 宿泊税に関すること。

(1) 特別徴収義務者の指定及び登録 。
(2) 特別徴収に係る納期の特例の承認 。
(3) 徴収不能額等の還付及び納入義務の免除 。
(4) 関係帳簿書類の電磁的記録等による保存の承認 。

7 徴収の嘱託及び受託の承認

8 市県民税及び宿泊税の特別徴収に係る納期の特例の承認等
を

|7 徴収の嘱託及び受託の承認 。
、

e
」;
 」

2 事業所税に係る徴収猶予、免除及び徴収猶予の取消しの決

定
を
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2 市県民税の特別徴収に係る納期の特例の承認

3 事業所税に係る徴収猶予、免除及び徴収猶予の取消しの決

定

改める。

附則

この規則は、令和 3年 1月 1日から施行する。

金沢市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第62号

金沢市財務規則の一部を改正する規則

金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

野 之 義

様式第33号(裏)及び同様式の備考第2項中「平成12年 1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当

該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第 1項第 1号の規定により定められる

商業手形の基準割引率に年4パーセン トの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その

年中においては、年7.3パーセントの割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算し

た割合とします。」を削り、「以後」を「から令和 2年12月31日まで」に改め、「前年に」の次に「所得税法等の一部

を改正する法律(令和 2年法律第 8号)による改正前の」を加え、 1)とします」の次に 「。令和 3年 1月 1日以後

の期間については、当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年 1パーセント

の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その

年中においては、 年14.6パーセン トの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合

を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年 lパーセントの割合を加算し

た割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします」を加え

る。

附則

この規則は、令和 3年 1月 1日から施行する。

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第63号

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第6条の 3第 l項第2号中「第314条の 2第10項」を「第314条の 2第 9項」に改める。

第12号様式を次のように改める。
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第12号様式(第4条関係)

第 下仁37 

年 月 日

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

様

金沢市長 固

地方税法第14条の16第 1項の規定により、次の徴収金額をあなたが強制換価処分により配当を受けるべき

金額のうちから徴収します。

納税者
住(居)所

〔;Br;〕
(所在地)

氏 名

(名称)

年度 税目 期別 納 期限 税 額 延滞金額
滞納

備考
処分費

滞 納 金 額

徴 収 金 額
「地方税法第14条の16第2項第 1号の金額」から「地方税法第14条の16第2項第2号

の金額」を差し引いた金額

担 保 Rオ 産

[! 称 数 量 )

執行機関名 |差押年月 日 年 月 日

住(居)所 氏 名
質及び所在 所有者

(所在地) (名称)

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること。)

第15号様式を次のように改める。

3 
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第15号様式(第4条関係)

第 下仁37 

年 月 日

地方税法第14条の18の規定による告知書

様

金沢市長 固

次の納税者(特別徴収義務者)の滞納金額のうち、地方税法第14条の18第 l項の規定により、あなたから

徴収する金額は、次のとおりです。

納税者
住(居)所

〔;Br;〕
(所在地)

氏 名

(名称)

年度 税目 期別 納 期限 税 額 延滞金額
滞納

備考
処分費

滞 納 金 額

上記金額のうち徴収しようとする金額

譲 i度 担 保 目オ 産

(名称、数量、性質及び所在)

{蔚 考

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること。)

第20号様式及び第21号様式を次のように改める。

4 
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第20号様式(第4条関係)

第 下仁37 

年 月 日

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

様

金沢市長 固

次のとおり、地方団体の徴収金を確保するため、地方税法第16条の4の規定により交付要求します。

住(居)所

納付(納入) (所在地)

義 務 者 氏 名

(名称)

年度 税目 期別 納期限 税 額 延滞 金 額
滞納

備 考
処分費

保全差押金額

交 付要求に

係 る 財 産

又は 事 件名
執行機関名 |差押年月日 | 年 月 日

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること。)

5 
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第21号様式(第4条関係)

第 下仁37 

年 月 日

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

様

金沢市長 固

次のとおり、地方団体の徴収金を確保するため、地方税法第16条の4の規定により交付要求しました。

住(居)所

納付(納入) (所在地)

義 務 者 氏 名

(名称)

年度 税目 期別 納期限 税 額 延滞 金 額
滞納

備 考
処分費

保全差押金額

交 付要求に

係 る 財 産

又は 事 件名
執行機関名 |差押年月日 | 年 月 日

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること。)

第54号様式を次のように改める。

6 
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第54号様式(第12条関係)

鉱産税更正(決定)通知書

第 号
年 月

年 月分
日

申告 書 提出期限
様

年 月 日

申告 書 提出月日
金沢市長 固

年 月 日

地方税法第533条及び第536条(第537条)の規定により次のとおり更正(決定)しましたので納期限

までに納めてください。

課税標準 税 率 税 額

更正(決定)による課税標準等
円 円

a 

既に納付の確定した拡産税額 b ~ ~ 
この通知書により納付すべき鉱

~ ~ a-b 
産税額

一¥下-----------一一
基礎となる

守.，..，.-.三 加 算 金 額
鉱 産 税 額

課

過少申告

不申告加算金額 C 

更正 (決定) 重

による加算 法第536条第 3項の
d 

金 額 規定による減額分

差引納付額 c-d e ~ ~ 
納 期 限 年 月 日 納付場所 |

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者

及び出訴期間等を記入すること。)

第57号様式の 2を次のように改める。

7 
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第57号様式の 2 (第14条関係)

特別土地保有税更正(決定)通知書

第 号

保有 年度分

年 月 日か ら 年 月 日

取得 年 月 日まで

の分 中葉

申告 書 提出期限

年 月 日 金沢市長 圃

申 告書 提出月 日

年 月 日

地方税法第606条の規定により次のとおり更正(決定)しましたので納期限までに納めてください。

課税標準 税 中.，..，.-. 税 額

更正(決定)による課税標準等
円 円

a 

既に納付の確定した特別土地保有税

額
b 

徴収猶予を受けた特別土地保有税額 C 

この通知書により納付すべ

き特別土地保有税額
a-b-c 

一¥下¥下一一一一

基礎となる特別

土地保有税額
課 率 加 算金 額

過少申告

不申告加算金額 d 

更正(決定) 重

による加算 法第609条第 3項の

金 額 規定による減額分
e 

差引納付額d-e f ~ ~ 
納 期 限 年 月 日 納付 場 所 |

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者

及び出訴期間等を記入すること。)

第59号様式を次のように改める。

8 
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第59号様式(第15条関係)

入湯税更正(決定)通知書

第 号
年 月

年 月分
日

申告 書 提出期限
様

年 月 日

申告 書 提出月日
金沢市長 固

年 月 日

地方税法第701条の 9及び第701条の12(第701条の13)の規定により次のとおり更正(決定)しまし

たので納期限までに納めてくださ い。

課税標準 税 率 税 額

更正(決定)による課税標準等
円 円

a 

既に納入の確定した入湯税額 b ~ ~ 
この通知書により納入すべき入湯

税額
a-b ~ ~ 

¥一三-------一 基礎となる
率 加 算金 額

入湯税額
課

過少申告

不申告加算金額 C 

更正 (決定) 重

による加算 法第701条の12第 3項
d 

金 額 の規定による減額分

差引納入額 c-d e ~ ~ 
納 期 限 年 月 日 納入場所 |

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者

及び出訴期間等を記入すること。)

第62号様式を次のように改める。

9 
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第62号様式(第16条関係)

事業所税更正(決定)通知書

年 月 日

I菜

金沢市長 固

地方税法第701条の58の規定により次のとおり更正 (決定)しましたので納期限までに納めてください。

事業年度又は課税期間
年 月 日か ら

更正 理
年 月 日まで

申告年月日
当 初

年
修 正

月 日 決定由

区 分 更 正前 更正(決定)後

m 日1
課税標準となる床面積

資産 割

資産割額(課税標準x600円)
円 円

a 

課税標準となる従業者給与総額

従業者割
従業者割額

b 
(課税標準XO.25/100)

算出税額 (a+ b) C 

事業所税額

減免額 d 

差引税額 c-d e f 

この通知書により納付すべき税額 f-e 円

区 分
基礎となる

事業所税額
課 率 加 算金 額

過少申告 円 円

不申告加算金額 g 

更正(決定) 重

による加算 法第701条の61第 3項
h 

金 額 の規定による減額分

差引納付額 g-h ~ ~ 
納 期 F艮 年 月 日 納付 場 所 |

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期

間等を記入すること。)

附則

1 この規則は、令和 3年 1月 1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による地方税法第14条の16の

規定による徴収通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

金沢市芸術文化ホール条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

10 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

⑨金沢市規則第64号

金沢市芸術文化ホール条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市芸術文化ホール条例施行規則(平成23年規則第 1号)の一部を次のように改正する。

第4条中「歌劇座にあっては金沢歌劇座使用承認書(様式第 5号)を、文化ホールにあっては金沢市文化ホール使

用承認書(様式第6号)を、アートホールにあっては金沢市アートホール使用承認書(様式第7号」を「使用承認書

(様式第5号」に改める。

第16条中 「様式第 9号」を「様式第6号」に改める。

様式第 5号を次のように改める。

様式第5号(第4条関係)

使 用 承 三刃
ru，-、 書

年 月 日

住所

氏名 様

金沢市長 画

年 月 日付けで申請のあった の使用について、次のとおり承認します。

行 事 の 名 称

行 事 の 内 H廿~ 

イ吏 用 の 日 使用時間区分 使 用 施 言受

入場料 等 ( 最 高 額 )

附 属 設 備 別紙のとおり

他
(この欄には、集合予定人数、会場責任者の氏名、本番時間、条件等

そ の
を記載すること。)

様式第6号から様式第8号までを削り、様式第9号を様式第6号とする。

附則

この規則は、令和 3年3月 1日から施行する。

金沢市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第65号

金沢市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市印鑑条例施行規則(平成8年規則第91号)の一部を次のように改正する。

第2条中「印鑑(暗証番号)登録申請書」を「印鑑登録申請書」に改める。

第7条を削る。

11 
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第8条の見出し中「廃止届等」を「廃止の届出等」に改め、同条中「、条例」を「及び条例」に、「及び条例第四

条第 1項の規定による暗証番号の登録の廃止の届出は、印鑑登録(暗証番号)廃止届」を「は、印鑑登録証亡失・印

鑑登録廃止届」に改め、同条を第 7条とし、第 9条を第8条とし、第10条を第 9条とする。

第11条及び第12条を削る。

第13条第 l号中「印鑑(暗証番号)登録申請書」を「印鑑登録申請書」に、「、暗証番号変更申請書及び印鑑登録

(暗証番号)廃止届」を 「及び印鑑登録証亡失・印鑑登録廃止届」に改め、同条を第10条とし、第14条を第11条とす

る。

様式第 1号及び様式第2号を次のように改める。

様式第 1号(第2条関係)

印鑑 登録申請書

(宛先)金沢市長

次のとおり、印鑑の登録を申請します。

年 月 日

住
金沢市

登録する印鑑

本 所

人

請す人申る

氏

名

生年
年 月 日

月日

(注意事項)

印鑑登録証を受領しま した。
受領者氏名

(署名又は記名押印)

12 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

様式第2号(第3条関係)

回 生丈
'" 

書

年 月 日

(宛先)金沢市長

照会のありました印鑑登録申請は、私の意思によって申請したものに相違

ありません。
登録する印鑑

金沢市

申
住 所

-日4円主

人
氏 名

生年月日 年 月 日

代 理 人 選 任 届

年 月 日

(宛先)金沢市長

申請人氏名

(署名又は記名押印)

私は、次の者を代理人と定め、回答書の提出及び印鑑登録証の受領に関する行為を委任したので届け出ま

す。

代理人住所

氏名

印鑑登録証を受領しました。
受領者氏名

(署名又は記名押印)

様式第 3号中

| 登 録 番 号 | |登録年月日 | 記号

氏名

出 生 の 年 月 |男女の別|

住所

備考

を

13 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

登録番号 |登録年月日 | 

氏 名

|日 氏

出生の年月日 |男女の別|

住 所

{蔚 考

「備考 様式中「氏名」とあるのは、住民票に旧氏が記録されている場合にあっては

「氏名 「氏名

と、通称が記録されている場合にあっては ・ とする。
を「備考様式中 「旧氏」と

旧氏」 通称j

あるのは、外国人住民にあっては、「通称」とする。」に改める。

様式第 5号及び様式第6号を次のように改める。

14 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

様式第 5号 (第6条関係)

印鑑 登 録証再 交 付申 請書

(宛先)金沢市長

次のとおり、印鑑登録証の再交付を申請します。

年 月 日

本人
住 金沢市

所

請す人申る

氏

名

生年
年 月 日

月日

請す理申る向

代 理 人 選 任 届

年 月 日

(宛先)金沢市長

申請人氏名

(署名又は記名押印)

私は、次の者を代理人と定め、印鑑登録証の再交付の申請及び受領に関する行為を委任したので届け出ま

す。

代理人住所

氏名

(注意事項)

印鑑登録証を受領しました。
受領者氏名

(署名又は記名押印)

15 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

様式第6号(第7条関係)

印鑑登録証亡失一

印 鑑登録廃止一

(宛先)金沢市長

印鑑登録証の亡失
次のとおり、 を届け出ます。

印鑑登録の廃止

年 月 日

住 金沢市

所
本

氏

人
名

( 

生年
年 月 日

届 月日

~t 
出

届理出吋る由

る

人
) 

代 理 人 選 任 届

年 月 日

(宛先)金沢市長

届出人氏名

(署名又は記名押印)

私は、次の者を代理人と定め、上記の届出に関する行為を委任したので届け出ます。

代理人住所

氏名

(注意事項)

様式第 7号及び様式第8号中「第 9条」を「第8条」に、

生の 年

|登録番号|号
一

名

月

16 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金 沢 市 公 報

氏 名

|日 氏

生年月日

、
伊
」

ー

」

「備考 様式中「氏名」とあるのは、住民票に旧氏が記録されている場合にあっては

「氏名 「氏名

と、通称が記録されている場合にあっては ・ とする。

旧氏」 通称」

あるのは、外国人住民にあっては、「通称」とする。」に改める。

様式第 9号中「第10条」を「第 9条」に、「あて先」を「宛先」に、

を「備考様式中「旧氏」と

氏

⑮ 

名

住

所

氏

@ 

名

を

氏

名

住

所

押記名坦 吾名又は 氏名

に改める。

様式第10号を削る。

附則

1 この規則は、令和 2年12月31日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定並びに様式第 7号及び様式第8号

の改正規定(I第 9条」を「第8条」に改める部分を除く。)は、令和 3年 1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用す

ることができる。

金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第66号

金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

金沢市児童福祉法施行細則(平成8年規則第61号)の一部を次のように改正する。

17 



令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

様式第 1号の 5を次のように改める。

様式第 1号の 5 (第2条の4関係)

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新・変更) (※ 1 ) 

フリガナ
年

生年月日
月 日

氏 名 歳)

受
個人番号 J性 男IJ

住 所 電話番号

圭日/会

被保険者氏名
受診者との

続 柄

者 加入医療保険
被保険者証

の記号・番号

保険者名称

フリガナ
受診者との

申 氏 名 司*'日kじ 柄

請
個人番号

電話番号者
住 所

(※ 2) 
(※ 2) 

自己負担上限 該当する口の中にレ印を付けてください。

月額の特例 口高額かつ長期(高額治療継続) 口重症患者認定 口人工呼吸器等装着

今回申請する受診者と同じ世帯(※ 3) 内にいる指定難病又は
有(氏名 無

小児慢性特定疾病の医療費助成対象者(申請中を含む。)

疾 病 名

受診を希望する指 医療機関名 所 在 地

定小児慢性特定疾

病医療機関

(薬局、訪問看護

事業者等を含む。)

受給者番号

(※ 4) 

今回申請する受診者が指定難病の医療費助成対象者の場合
有(指定難病の受給者番号 ) ・無

(申請中を含む。)

上記のとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給を申請します。

年 月 日

申請者氏名

(宛先)金沢市長

※l 新規・更新・変更(指定小児慢性特定疾病医療機関、自己負担上限月額及び小児慢性特定疾病の名称の変更

認定の申請の場合)のうち該当するものにOを付けてください。

※2 受診者と異なる場合に記入してください。

※3 受診者と生計をーにする者とします。

※4 更新又は変更の方のみ記入してください。

18 



令和2年(2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する者)

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄l個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

世帯員氏名
受診者との続柄

|個人番号

様式第 1号の10から様式第 1号の12までを次のように改める。
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令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

様式第 1号の11(第 2条の10関係)

小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書

フ ガ ナ

受
氏 名 生年月日 年 月 日

圭ロ~
個 人 番 下仁コヨ

者
住 所

フ ガ ナ
受診者

イ呆
氏 名 との続柄

護 個 人 番 号

住 所
電話番号者 (受診者と異なる場合に

記入してください。)

5主5主己 なMl口 者 番 号

事 項 主山民 更 目Ij 変 更 後

受診者に関する事項

(氏名・性別・住所・ 生年月

日等)

保護 者に関する事項

(氏名・住所・ 電話番号等)

被保険者証に関する 事項

(記号及び番号 ・保険者名称

-受診者と同一の加入者等)

そ の 他 の 事 項

{蔚 考

私は、小児慢J性特定疾病医療費支給認定申請書及び小児慢性特定疾病医療受給者証に記載された事項の変

更について、上記のとおり届け出ます。

年 月 日

届出者氏名

(宛先)金沢市長

備考

1 変更のあった事項のみ記入してください。

2 指定小児慢』性特定疾病医療機関、自己負担上限月額及び小児慢性特定疾病の名称の変更については、支給認

定の変更を行うため、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更)に記入し申請してください。
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令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

様式第 1号の12(第2条の11関係)

小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書

年月日

(宛先)金沢市長

申請者氏名

紛失
小児'慢'性特定疾病医療受給者証を したので再交付を申請します。

破損

小児慢性特定疾病医療受給者番号

フ ガナ

受
氏 名

生年月日 年 月 日

主ロノ主ト

個人 番号 性 別

者
住 所

氏 名
受診者との

イ呆 続 柄

個人 番号

護 住 所

(受診者と異な 電話番号

者 る場合に記入し

てください。)

備考 交付を受けている小児慢'性特定疾病医療受給者証(紛失した場合を除きます。)を添付してください。

附則

1 この規則は、令和 3年 1月 1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市児童福祉法施行細則の規定による小児慢性特定疾病医療受給

者証は、改正後の金沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用す

ることができる。

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第67号

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次を付する。

目次

第 l章総則(第 1条第6条)

第2章削除

第 3章保険給付(第8条一第10条の 3) 

22 
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令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4

第4章保険料(第11条第25条)

第 5章雑則(第26条一第28条)

附則

第 5条中「啓蒙」を「啓発」に改める。

第 2章を次のように改める。

第 2章削除

第 7条削除

金沢市 公報

第 9条第 1項中「別紙第 1号様式の出産育児一時金支給申請書」を「母子健康手帳を提示し、出産育児一時金支給

申請書(第 1号様式)Jに改め、同条第2項中「前項の」を「前項本文の規定による」に改め、 I(同項ただし書の申

請書にあっては、第 1号及び第2号に掲げる書類)Jを削り、第 1号及び第2号を削り、第 3号を第 1号とし、第4

号を第2号とする。

第10条中 「別紙第 2号様式の」を削り、「に被保険者証又は被保険者資格証明書を添えて」を I(第 2号様式)を市

長に」に改める。

第13条第7号中「国民健康保険法施行規則」の次に I(昭和33年厚生省令第53号)Jを加える。

第 2号様式を次のように改める。
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令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

第2号様式(第10条関係)

葬祭費支給申請書

年 月 日

(宛先)金沢市長

申請者
住所

氏名

次のとおり、葬祭費の支給を申請します。

被保険者証記号番号

死亡した者|氏名 |生年月 日 | 年 月 日

死 亡 年 月 日 年 月 日

死 亡 原 因 第三者行為(交通事故等)で ある ない

葬祭 執行年月日 年 月 日

金 融 機 関 名 支 庖 名

預金種別 口座番号 口 座 名 義 人(カナ

委 任 状

年 月 日

(宛先)金沢市長

被保険者 に係る金沢市国民健康保険条例第17条第 l項の規定により金沢市から支給

される葬祭費の申請手続・受領に関する権限を、次の者に委任します。

委任者

(申請者)

住所

氏名

(署名又は記名押印)

住所

氏名
受任者

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第2号様式の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用する

ことができる。
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令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

金沢市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年12月28日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第68号

金沢市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第36号)の一部を次のように改正する。

第4条中「第13号」を「第14号」に、「同条第14号」を「同条第15号」に改める。

「急速充電設備
燃料電池発電設備

燃料電池発電設備

野 之 義

変電設備
第 2号様式の 2中 設置届出書を

発電設備

蓄電池設備

発電設備設置届出書に、 iKWJ を ikWJに

変電設備

」 蓄電 池 設備

改め、同様式の備考第4項中「欄には」の次に「、急速充電設備」を加える。

附 則

この規則は、令和 3年4月 1日から施行する。
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令和 2年 (2020年)12月28日 号外第 19号の4 金沢市 公報

令和 2年(2020年)12月28日印制 発行人

令和 2年(2020年)12月28日発行 発行所

定価 120円 印刷所 石 川 県金沢市 玉鉾 4丁目 166番地

市

所

栄

役

沢

市

共
沢

)株

金

金

(
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